
八百津町役場　☎ 43-2111

お知らせ
18　広報やおつ No.483

●9月に納めるもの
保育料 8月分 9月10日
国民健康保険税 5期分 9月30日
介護保険料 5期分 9月30日
後期高齢者医療保険料 3期分 9月30日
水道料 8月使用分 9月30日
町営住宅 9月分 9月30日

●10月に納めるもの
保育料 9月分 10月13日
町県民税 2期分 11月  2日
国民健康保険税 4期分 11月  2日
介護保険料 6期分 11月  2日
後期高齢者医療保険料 4期分 11月  2日
水道料 9月使用分 11月  2日
町営住宅 10月分 11月  2日

納期のお知らせ
※口座振替をご利用の方は、残高確認をお願いします。

と　き　9 月14日（月）　午後1：30～3：30まで
ところ　保健センター　※事前予約が必要です。

【問い合わせ】 
地域包括支援センター
☎43-3267（直通）　☎43-2111（内線2567）

こころの相談開催日

　国の役所やNTT、道路公団などの特殊法人の仕
事について苦情・要望を受けつけ、その解決や実
現を促進する『行政相談』を行います。
　八百津町では、総務大臣から｢行政相談委員｣を
委嘱されている今井随祐さんが行政相談所を開設
します。
■と　き　10月20日㈫
　　　　　午前9時00分から午前11時00分まで
■ところ　八百津町ファミリーセンター　2階会議室
■相談委員　今井随祐　☎43-0704
　なお、相談は下記で随時受け付けていますので
ご利用ください。
〒500-8114　岐阜市金竜町5-13
　岐阜合同庁舎総務省岐阜行政評価事務所
　☎0570-090110
eメール：110gifu@soumu.go.jp
ホームページ：
http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/gifu.html

　岐阜県では、結婚活動中の独身男女を対象に、
出会いの場で活用できる振る舞い方や、異性との
コミュニケーションを学んでいただくためのセミ
ナーを開催します。
　現在、セミナーへの参加者を募集しています。
■対　象　以下の条件を全て満たす方に限ります。
　・20歳以上の方
　・独身である方
　・岐阜県内に在住又は在勤している方
■とき・ところ　①10月31日㈯県民ふれあい会館

（岐阜市）②11月14日㈯セラトピア土岐（土岐市）
■受講料　無料
■定　員　各会場 男女各40名（計80名） 
　※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
■募集期限　①10月2日㈮　②10月9日㈮
■申込み方法　名前（フリガナ）・生年月日・性別・住所・
電話番号・メールアドレス（携帯不可）・勤務先所
在市町村（岐阜県以外にお住まいの方）・希望会場
を記入のうえ、申込書を持参、郵送又はFAXして
ください。申込書は、各市町村窓口、県振興局等
で入手できるほか、少子化対策課ホームページか
らもダウンロードできます。
■申込先 ・問い合わせ先　県庁少子化対策課
〒500-5870　岐阜市薮田南2-1-1
☎058-272-8077　FAX：058-278-2880
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref//s11121/kekkon/

　弁護士による無料法律相談会や裁判所職員等によ
る手続案内、裁判員制度に関する催しを行います。
■と　き　10月2日 午前10時〜午後3時
■ところ　マーサ21(岐阜市正木中)

行政相談について
総務省岐阜行政評価事務所　☎0570-09-0110

法の日週間行事のお知らせ
岐阜地方裁判所　☎058-262-5122

岐阜県結婚支援セミナー
『幸せをつかむコミュニケーション』参加者募集!!

県庁少子化対策課　☎058-278-2611

オータムジャンボ宝くじを発売！
発売期間は9月28日～10月16日
売り切れしだい発売終了！

　この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい
まちづくりなどのために使われます。

お求めは県内の売り場でどうぞ


